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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年１月２３日 １５時００分ごろ 

発生場所 宮城県石巻
いしのまき

市荻浜
おぎのはま

港南西方沖 

 荻浜灯台から真方位２４８°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°２２.０′ 東経１４１°２４.９′） 

事故の概要  漁船 JF 第二十七康
やす

丸は、操業中、船長が右舷中央部の巻き込みロ

ーラに巻き込まれて死亡した。 

事故調査の経過  令和２年１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

漁船 JF 第二十七康丸、６.２トン 

 ＭＧ２－５７７７（漁船登録番号）、宮城県中部施設保有漁業協同

組合 

 １３.１７ｍ（Lr）×３.４５ｍ×１.２１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２３kＷ（動力漁船登録票による）、平成２６年

１月１０日 （写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の外観 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成元年２月１０日 

  免許証交付日 平成３０年３月２２日 

         （令和６年３月１１日まで有効） 
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 船長はかき
．．

養殖に２０年以上従事していた。 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北北西、風力 ２、視程 約５km 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、令和２年１月２３日１４時３０分

ごろ荻浜港を出港し、１４時４０分ごろ延縄垂下式のかき
．．

養殖施設に

到着したのち、収穫を始めたところを僚船船長（以下「僚船船長Ａ」

という。）によって目撃された。 

 本船の収穫は、右舷中央部の巻き込みローラ（以下「本件ローラ」

という。）を使用して右舷中央デリッククレーンで桁綱を吊り上げた

のち、桁綱についた枝縄である垂下連
す い かれ ん

にフック付きのロープを掛け、

船首のデリッククレーンで垂下連を巻き揚げながら、かき
．．

を剥がして

かごに収めていくものであった。（写真２、写真３ 参照） 

 

 

 

 

」 

 

 

  写真２ 右舷中央デリック     写真３ 本件ローラ 

 

 僚船船長Ａは、本船の北西方約１５０ｍの地点で収穫を行っていた

ところ、１５時３０分ごろ、収穫途中の本船が、潮流によって養殖施

設から流される様子を不審に思い、無線で呼び出しを行ったものの、

応答がないので異常を感じて本船に向かったところ、本件ローラに巻

き込まれた状態の船長を認め、急いで無線で付近の僚船に来援を要請

した。 

 僚船船長Ａは、来援した僚船船長（以下「僚船船長Ｂ」という。）

と共に本船に移乗し、船長の左腕が桁綱の吊り上げロープと共に本件

ローラに巻き込まれているのを認め、前進の位置に入っていた本件ロ

ーラの操作レバーを中立の位置とした。（写真４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

桁綱 
吊り上げ

ロープ 
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    写真４ 目撃者の口述に基づく事故当時の船長の状況 

 

 僚船船長Ｂは、桁綱の吊り上げロープを切断し、本船を荻浜港まで

回航したのち、救急隊員に船長を委ねた。 

 船長は、病院に搬送され、のちに頭頚部及び胸部損傷による死亡と

検案された。 

 （付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本件ローラは、主機の動力を駆動力とした油圧式で、ローラ径が約

２２cm、ローラ上端の甲板上高さが約８４cm、ローラの直上にある操

作レバーの甲板上高さが約１１２cmであり、緊急停止装置等は装備さ

れていなかった。 

 本船の船首甲板には、水揚げ用のかごが２個置かれており、そのう

ち１個が収穫されたかき
．．

で一杯になっていた。 

 船長は、本事故当時、雨合羽の上下を着用し、長靴を履いていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、頭頚部及び胸部損傷であった。 

 本船は、１４時４０分ごろ船長が１人で延縄垂下式のかき
．．

養殖施設

で収穫を始め、１５時３０分ごろ潮流によって養殖施設から流されて

いる状態を僚船船長Ａに目撃されたことから、この間において、船長

が本件ローラに巻き込まれたものと考えられる。 

 船長は、水揚げ用の２個のかごのうち、１個しか一杯にしていなか

ったこと、及び桁綱の吊り上げロープが巻き付いているのを認められ

たことから、一度かき
．．

の収穫を行ったのち、移動して桁綱を吊り上げ
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ようとしていた際に本件ローラに巻き込まれたものと考えられる。 

 本船は、本件ローラの直上に操作レバーがあったことから、船長の

左腕が巻き込まれた際に、右手で操作レバーを操作することは困難で

あったものと考えられる。 

 本船は、本件ローラに緊急停止装置等が装備されていなかったこと

から、緊急停止装置や、踏んでいる間のみ作動するスイッチなど、イ

ンターロック機能を有していれば、本事故を防止し、被害を軽減でき

た可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が荻浜港南西方沖で操業中、船長が右舷中央部の巻

き込みローラに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・単独で作業を行う船舶には、自動で駆動する装置に緊急停止装置

や、インターロック機能等を付加することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

荻浜港 

石巻市 

事故発生場所 

（令和２年１月２３日 

 １５時００分ごろ発生） 

宮城県 


